
 

 

 

総 室 発 第 6 9 号 

令和 3 年 11 月 19 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

住 所 東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号 

申 請 者 名 日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 

代表者氏名 取 締 役 社 長   村 松  衛 

 

東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書 

（発電用原子炉施設の変更） 

本文及び添付書類の一部補正 

 

令和元年9月24日付け総室発第69号をもって申請（令和2年11月16日付け総室

発第78号，令和3年2月19日付け総室発第109号，令和3年10月15日付け総室発第

61号で一部補正）しました東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書

（発電用原子炉施設の変更）の本文及び添付書類を下記のとおり一部補正しま

す。 

 

記 

 

 東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）

の本文及び添付書類を別添のとおり一部補正します。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本資料のうち，枠囲みの内容は営業秘密

又は防護上の観点から公開できません。 



 

 

 

別 添 

 

別紙 2（本文）の一部補正 

添付書類六の一部補正 

添付書類八の一部補正 

添付書類十の一部補正 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2（本文）の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 1 － 

本文五号を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

* －16－ 上 13～

下 12 

…地形及びその標高，

河川等… 

…地形，標高及び河川

等… 

* －16－ 下 10 …繰返し襲来… …繰返し来襲… 

* －16－ 下 7 …経路から， 津波が

流入する可能性… 

…経路から，設計基準

対象施設の津波防護対

象設備（非常用取水設

備を除く。）が設置さ

れた敷地並びに設計基

準対象施設の津波防護

対象設備（非常用取水

設備を除く。）を内包

する建屋及び区画に津

波の流入する可能性… 

* －16－ 下 6 …流入の可能性… …流入する可能性… 

* －16－ 下 5～

下 4 

…浸水防止設備の浸水

対策を… 

…浸水防止設備を設置

し，流入防止の対策を

… 

* －17－ 上 3～

上 5 

…浸水範囲を想定（以

下「浸水想定範囲」と 

…浸水範囲を想定 す

るとともに，当該想定 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 2 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  い う 。 ） す る と と も

に，同範囲の境界にお

いて浸水の可能性のあ

る経路及び浸水口… 

される浸水範囲（以下

「浸水想定範囲」とい

う。）の境界において

浸水想定範囲外に流出

する可能性のある経路 

… 

* －17－ 上 11 …長期間の冠水が… …長期間の浸水が… 

* －17－ 下 10～

下 8 

…ともに，津波による

溢水を考慮した浸水範

囲及び浸水量を保守的

に想定した上で，浸水

防護重点化範囲への浸

水の可能性のある経路

及び浸水口… 

…ともに，地震による

溢水に加えて津波の流

入を考慮した浸水範囲

及び浸水量を安全側に

想定した上で，浸水防

護重点化範囲に流入す

る可能性のある経路  

… 

* －17－ 下 7～

下 6 

…必要に応じ浸水対策

を… 

…必要に応じ流入防止

の対策を… 

* －18－ 上 2～

上 3 

…より， 非常用海水

ポ ン プ が 機 能 保 持 で

き，かつ，冷却に必要

な海水が確保できる設 

…より，冷却に必要な

海水を確保し，非常用

海水ポンプが機能保持 

できる設計とする。… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 3 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  計とする。…  

* －18－ 上 10 …，浸水経路等… …，流入経路等… 

* －18－ 下 9 …繰返しの襲来に… …繰返しの来襲に… 

* －19－ 下 6 …から， 津波が流入

する可能性… 

…から，重大事故等対

処施設の津波防護対象

設備（貯留堰及び取水

構造物を除く。）が設

置された敷地並びに重

大事故等対処施設の津

波防護対象設備（貯留

堰及び取水構造物を除

く。）を内包する建屋

及び区画に津波の流入

する可能性… 

* －19－ 下 4 …実施する浸水対策… …実施する流入防止の

対策… 

* －20－ 上 7 …実施する浸水対策… …実施する流入防止の

対策… 

** －14－ 上 11 …津波の襲来に… …津波の来襲に… 

** －14－ 下 11 …又は浸水防止 対策

を… 

…又は流入防止の対策

を… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 4 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －15－ 上 10 …地形及びその標高，

河川等… 

…地形，標高及び河川

等… 

** －15－ 下 12～

下 11 

…繰り返し襲来する… …繰り返し来襲する… 

** －15－ 下 3 …よる浸水対策を… …よる流入防止の対策

を… 

** －16－ 上 8～

上 10 

…その上で，浸水想定

範囲を想定するととも

に，同範囲の境界にお

いて浸水の可能性のあ

る経路及び浸水口… 

…その上で，浸水 範

囲 を 想 定 す る と と も

に，当該想定される浸

水範囲の境界において

浸水想定範囲外に流出

する可能性のある経路 

… 

** －16－ 下 9 …長期間の冠水が… …長期間の浸水が… 

** －16－ 下 5 …区画境界に浸水対策

… 

…区画境界に流入防止

の対策… 

** －16－ 下 3～

下 2 

…，津波による溢水  

を考慮した浸水範囲及

び浸水量を保守的に想

定… 

…，地震による溢水に

加えて津波の流入を考

慮した浸水範囲及び浸

水量を安全側に想定… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 5 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** －16－ 下 2～

下 1 

…浸水防護重点化範囲

への浸水の可能性のあ

る経路及び浸水口… 

…浸水防護重点化範囲

に流入する可能性のあ

る経路 … 

** －17－ 上 1 …必要に応じ浸水対策

… 

…必要に応じ流入防止

の対策… 

** －17－ 上 7～

上 8 

…ことで， ポンプが

機能保持でき，かつ，

冷却に必要な海水が確

保できる設計とする。

… 

…ことで，冷却に必要

な海水を確保し，ポン

プが機能保持 できる

設計とする。… 

** －17－ 下 10 …，浸水経路及び… …，流入経路及び… 

** －18－ 上 1 …繰返しの襲来に… …繰返しの来襲に… 

**** －2－ 下 9～

下 7 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 6 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

**** －2－ 下 5～

下 4 

十分高い敷地に設置す

る。 

十分高い場所に設置す

る。 

** －19－ 下 2 …から， 津波が流入

する可能性… 

…から，特定重大事故

等対処施設の津波防護

対象設備が設置された

敷地並びに特定重大事

故等対処施設の津波防

護対象設備を内包する

建屋及び区画に津波の

流入する可能性… 

** －20－ 上 1 …実施する浸水対策… …実施する流入防止の

対策… 

** －20－ 上 6 …実施する浸水対策… …実施する流入防止の

対策… 

* －83－ 上 8 …熱感知器 を組み合

わ… 

…熱感知器又は非アナ

ログ式の炎感知器を組

み合わ… 

* －83－ 上 11 …は，非アナログ式の

炎感知器，非アナ… 

…は， 非アナ… 

** －80－ 下 8 …津波襲来前… …津波来襲前… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 7 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

**** －7－ 上 2～

上 3 

個   数       

3 

個   数      

一式 

**** －7－ 上 6～

上 9 

北側

水密扉  

個   数       

8 

北側

水 密 扉 （

   ） 

個   数      

6 

**** －18－ 下 12～

下 11 

 

)

**** －20－ 上 5 

**** －29－～

**** －30－ 

下 1～

上 4 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 8 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  

**** －38－ 下 7～

下 2 

，



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 9 － 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

    

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

－ 10 － 

本文十号を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

**** －50－ 下 3～

下 2 

…特重施設応援要員と

して に

… 

…特重施設応援要員と

して中央制御室から

に… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

6－目－1 

添付書類六 目次を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

* 6－目－1～ 

* 6－目－8 

 （記載の変更） 別紙 6－目－1 に変更す

る。 

 



6－目－2 

別紙 6－目－1 

 令和元年 7 月 24 日付け原規規則発第 1907243 号をもって設置変更許可を受

けた東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類六の記載の

うち，下記項目の記述及び関連図面等を次のとおり変更又は追加する。また，

各項目について，別表 1 のとおり読替える。 

 

1. 地 盤 

 1.5 敷地の地質・地質構造 

  1.5.1 調査内容 

   1.5.1.1 文献調査 

   1.5.1.2 敷地の地質・地質構造調査 

  1.5.2 調査結果 

1.5.2.1 敷地の地形 

1.5.2.2 敷地の地質 

1.5.2.3 敷地の地質構造 

1.5.2.4 総合評価 

 1.6 原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造及び地盤 

1.6.1 調査内容 

1.6.1.1 ボーリング調査 

1.6.1.2 ボアホールテレビ調査 

1.6.1.3 室内試験 

1.6.1.4 原位置試験 

  1.6.2 調査結果 

1.6.2.1 原子炉施設設置位置の地質・地質構造 

1.6.2.2 室内試験結果 



6－目－3 

1.6.2.3 原位置試験結果 

 1.7 原子炉施設設置位置付近の地盤の安定性評価 

  1.7.1 耐震重要施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価 

   1.7.1.1 基礎地盤の安定性評価 

   1.7.1.2 周辺斜面の安定性評価 

  1.7.2 常設重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価 

   1.7.2.1 基礎地盤の安定性評価 

   1.7.2.2 周辺斜面の安定性評価 

  1.7.3 特定重大事故等対処施設（一の施設）の基礎地盤及び周辺斜面の

安定性評価 

   1.7.3.1 基礎地盤の安定性評価 

   1.7.3.2 周辺斜面の安定性評価 

 

  



6－目－4 

表 

第1.6－1表（1）  鉛直ボーリングによる久米層のボーリング・コア採取率

及びＲ．Ｑ．Ｄ．一覧表 

第 1.6－1 表（2）  鉛直ボーリングによる久米層のボーリング・コア採取率

及びＲ．Ｑ．Ｄ．一覧表 

第 1.7－1 表（1）  基礎地盤安定性評価の代表施設選定結果（耐震重要施設

及び常設重大事故等対処施設）（１） 

第 1.7－1 表（2）  基礎地盤安定性評価の代表施設選定結果（耐震重要施設

及び常設重大事故等対処施設）（２） 

第 1.7－2 表（1）  代表施設選定の妥当性検討結果（耐震重要施設及び常設

重大事故等対処施設）（１） 

第 1.7－2 表（2）  代表施設選定の妥当性検討結果（耐震重要施設及び常設

重大事故等対処施設）（２） 

第 1.7－5 表    解析用地盤物性値一覧表（地盤改良体）（耐震重要施設

及び常設重大事故等対処施設） 

第 1.7－13 表    基礎地盤の代表施設選定結果（特定重大事故等対処施設 

（一の施設）） 

第 1.7－14 表    代表施設選定の妥当性検討結果（特定重大事故等対処施

設（一の施設）） 

第 1.7－15 表（1） 解析用地盤物性値一覧表（地盤改良体）（特定重大事故

等対処施設（一の施設）） 

第 1.7－15 表（2） 解析用地盤物性値一覧表（人工岩盤）（特定重大事故等

対処施設（一の施設）） 

第 1.7－16 表（1） 基礎地盤の支持力評価結果（特定重大事故等対処施設

（一の施設））（1） 
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第 1.7－16 表（2） 基礎地盤の支持力評価結果（特定重大事故等対処施設

（一の施設））（2） 

第 1.7－17 表（1） 基礎地盤の 大鉛直相対変位及び 大傾斜（特定重大事

故等対処施設（一の施設））（1） 

第 1.7－17 表（2） 基礎地盤の 大鉛直相対変位及び 大傾斜（特定重大事

故等対処施設（一の施設））（2） 

第 1.7－18 表    地殻変動による基礎地盤の傾斜（特定重大事故等対処施

設（一の施設）） 
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図 

第 1.5－1 図    調査位置図 

第 1.5－2 図（1）  反射法地震探査記録 Line-B 深度断面 

第 1.5－2 図（2）  反射法地震探査記録 Line-C 深度断面 

第 1.5－2 図（3）  反射法地震探査記録 Line-3 深度断面 

第 1.5－2 図（4）  反射法地震探査記録 Line-B 時間断面 

第 1.5－2 図（5）  反射法地震探査記録 Line-C 時間断面 

第 1.5－2 図（6）  反射法地震探査記録 Line-3 時間断面 

第 1.5－4 図    地質平面図 

第 1.5－5 図（1）  地質断面図 Line-B 

第 1.5－5 図（2）  地質断面図 Line-C 

第 1.5－5 図（3）  地質断面図 Line-3 

第 1.5－5 図（4）  地質断面図 a-a’ 

第 1.5－5 図（5）  地質断面図 t-t’ 

第 1.5－5 図（6）  地質断面図 tt-tt’ 

第 1.5－5 図（7）  地質断面図 b-b’ 

第 1.5－5 図（8）  地質断面図 c-c’ 

第 1.5－5 図（9）  地質断面図 d-d’ 

第 1.5－6 図（1）  久米層の微化石分析結果（1） 

第 1.5－7 図（1）  久米層のユニット区分(1) 

第 1.5－7 図（2）  久米層のユニット区分(2) 

第 1.5－7 図（3）  久米層のユニット区分(3) 

第 1.5－7 図（4）  久米層のユニット区分(4) 

第 1.5－7 図（5）  久米層のユニット区分(5) 
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第 1.5－8 図（1）  侵食境界の性状（1） 

第 1.5－8 図（2）  侵食境界の性状（2） 

第 1.5－9 図（1）  反射法地震探査と地層の傾斜について（1） 

第 1.5－9 図（2）  反射法地震探査と地層の傾斜について（2） 

第 1.5－9 図（3）  反射法地震探査と地層の傾斜について（3） 

第 1.5－10 図（1） 久米層の鍵層の特徴(1) 

第 1.5－10 図（2） 久米層の鍵層の特徴(2) 

第 1.5－10 図（3） 久米層の鍵層の特徴(3) 

第 1.5－10 図（4） 久米層の鍵層の特徴(4) 

第 1.5－10 図（5） 久米層の鍵層の特徴(5) 

第 1.5－10 図（6） 久米層の鍵層の特徴(6) 

第 1.5－10 図（7） 久米層の鍵層の特徴(7) 

第 1.5－10 図（8） 久米層の鍵層の特徴(8) 

第 1.5－11 図（1） 鍵層位置のコア写真一覧(1) 

第 1.5－11 図（2） 鍵層位置のコア写真一覧(2) 

第 1.5－11 図（3） 鍵層位置のコア写真一覧(3) 

第 1.5－11 図（4） 鍵層位置のコア写真一覧(4) 

第 1.5－11 図（5） 鍵層位置のコア写真一覧(5) 

第 1.5－11 図（6） 鍵層位置のコア写真一覧(6) 

第 1.5－11 図（7） 鍵層位置のコア写真一覧(7) 

第 1.5－11 図（8） 鍵層位置のコア写真一覧(8) 

第 1.5－11 図（9） 鍵層位置のコア写真一覧(9) 

第 1.5－11 図（10） 鍵層位置のコア写真一覧(10) 

第 1.5－11 図（11） 鍵層位置のコア写真一覧(11) 

第 1.5－11 図（12） 鍵層位置のコア写真一覧(12) 



6－目－8 

第 1.5－12 図（1） 鍵層の等高線図（1） 

第 1.5－12 図（2） 鍵層の等高線図（2） 

第 1.5－12 図（3） 鍵層の等高線図（3） 

第 1.5－12 図（4） 鍵層の等高線図（4） 

第 1.5－12 図（5） 鍵層の等高線図（5） 

第 1.5－13 図（1） 鍵層の火山ガラスの屈折率一覧（1） 

第 1.5－13 図（2） 鍵層の火山ガラスの屈折率一覧（2） 

第 1.5－13 図（3） 鍵層の火山ガラスの屈折率一覧（3） 

第 1.5－13 図（4） 鍵層の火山ガラスの屈折率一覧（4） 

第 1.5－13 図（5） 鍵層の火山ガラスの屈折率一覧（5） 

第 1.5－13 図（6） 鍵層の火山ガラスの屈折率一覧（6） 

第 1.5－14 図（1） 敷地近傍の久米層の構造（1） 

第 1.5－14 図（3） 敷地近傍の久米層の構造（3） 

第 1.5－15 図（1） 鍵層及び侵食境界の分布（パネルダイヤグラム）（1） 

第 1.5－15 図（2） 鍵層及び侵食境界の分布（パネルダイヤグラム）（2） 

第 1.5－16 図（1） 侵食境界の等高線図（1） 

第 1.5－16 図（2） 侵食境界の等高線図（2） 

第 1.5－16 図（3） 侵食境界の等高線図（3） 

第 1.5－16 図（4） 侵食境界の等高線図（4） 

第 1.5－16 図（5） 侵食境界の等高線図（5） 

第 1.5－17 図（1） 癒着して固結した面構造分布図（1） 

第 1.5－17 図（2） 癒着して固結した面構造分布図（2） 

第 1.5－17 図（3） 癒着して固結した面構造分布図（3） 

第 1.5－17 図（4） 癒着して固結した面構造分布図（4） 

第 1.5－17 図（5） 癒着して固結した面構造分布図（5） 
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第 1.5－18 図（1） 癒着して固結した面構造（1） 

第 1.5－18 図（2） 癒着して固結した面構造（2） 

第 1.5－18 図（3） 癒着して固結した面構造（3） 

第 1.5－18 図（4） 癒着して固結した面構造（4） 

第 1.6－1 図    ボーリング調査位置図及び原位置試験実施位置 

第 1.6－2 図    室内試験試料採取位置 

第 1.6－4 図(81)  地質柱状図(T-1 孔)（１） 

第 1.6－4 図(82)  地質柱状図(T-1 孔)（２） 

第 1.6－4 図(83)  地質柱状図(T-1 孔)（３） 

第 1.6－4 図(84)  地質柱状図(T-1 孔)（４） 

第 1.6－4 図(85)  地質柱状図(T-1 孔)（５） 

第 1.6－4 図(86)  地質柱状図(T-1 孔)（６） 

第 1.6－4 図(87)  地質柱状図(T-2 孔)（１） 

第 1.6－4 図(88)  地質柱状図(T-2 孔)（２） 

第 1.6－4 図(89)  地質柱状図(T-2 孔)（３） 

第 1.6－4 図(90)  地質柱状図(T-3 孔)（１） 

第 1.6－4 図(91)  地質柱状図(T-3 孔)（２） 

第 1.6－4 図(92)  地質柱状図(T-3 孔)（３） 

第 1.6－4 図(93)  地質柱状図(T-3 孔)（４） 

第 1.6－4 図(94)  地質柱状図(T-3 孔)（５） 

第 1.6－4 図(95)  地質柱状図(T-3 孔)（６） 

第 1.6－4 図(96)  地質柱状図(T-4 孔)（１） 

第 1.6－4 図(97)  地質柱状図(T-4 孔)（２） 

第 1.6－4 図(98)  地質柱状図(T-4 孔)（３） 

第 1.6－4 図(99)  地質柱状図(T-4 孔)（４） 
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第 1.6－4 図(100)  地質柱状図(T-4 孔)（５） 

第 1.6－4 図(101)  地質柱状図(T-4 孔)（６） 

第 1.6－4 図(102)  地質柱状図(T-5 孔)（１） 

第 1.6－4 図(103)  地質柱状図(T-5 孔)（２） 

第 1.6－4 図(104)  地質柱状図(T-5 孔)（３） 

第 1.6－4 図(105)  地質柱状図(T-5 孔)（４） 

第 1.6－4 図(106)  地質柱状図(T-5 孔)（５） 

第 1.6－4 図(107)  地質柱状図(T-5 孔)（６） 

第 1.6－4 図(108)  地質柱状図(TT-1 孔)（１） 

第 1.6－4 図(109)  地質柱状図(TT-1 孔)（２） 

第 1.6－4 図(110)  地質柱状図(TT-1 孔)（３） 

第 1.6－4 図(111)  地質柱状図(TT-1 孔)（４） 

第 1.6－4 図(112)  地質柱状図(TT-1 孔(別孔))（１） 

第 1.6－4 図(113)  地質柱状図(TT-1 孔(別孔))（２） 

第 1.6－4 図(114)  地質柱状図(TT-2 孔)（１） 

第 1.6－4 図(115)  地質柱状図(TT-2 孔)（２） 

第 1.6－4 図(116)  地質柱状図(TT-2 孔)（３） 

第 1.6－4 図(117)  地質柱状図(TT-2 孔)（４） 

第 1.6－4 図(118)  地質柱状図(TT-2 孔(別孔))（１） 

第 1.6－4 図(119)  地質柱状図(TT-2 孔(別孔))（２） 

第 1.6－6 図    久米層の上面の標高分布図 

第 1.7－1 図    耐震重要施設及び常設重大事故対処施設の配置図 

第 1.7－2 図    特定重大事故等対処施設の配置図 

第 1.7－3 図       基礎地盤安定性評価の代表施設選定フロー（耐震重要 

施設及び常設重大事故等対処施設） 
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第 1.7－4 図    基礎地盤安定性評価の解析断面位置図（耐震重要施設及

び常設重大事故等対処施設） 

第 1.7－11 図    周辺斜面の安定性評価の代表斜面選定結果（耐震重要施

設及び常設重大事故等対処施設） 

第 1.7－12 図    周辺斜面の安定性評価の解析断面位置図（耐震重要施設

及び常設重大事故等対処施設） 

第 1.7－21 図    基礎地盤安定性評価の代表施設選定フロー（特定重大事

故等対処施設（一の施設）） 

第 1.7－22 図   基礎地盤安定性評価の解析断面位置図（特定重大事故等対

処施設（一の施設）） 

第 1.7－23 図（1） 代表施設基礎地盤の地質断面図（特定重大事故等対処施

設（一の施設））（1） 

第 1.7－23 図（2） 代表施設基礎地盤の地質断面図（特定重大事故等対処施

設（一の施設））（2） 

第 1.7－23 図（3） 代表施設基礎地盤の地質断面図（特定重大事故等対処施

設（一の施設））（3） 

第 1.7－24 図（1） 代表施設基礎地盤の解析要素分割図（特定重大事故等対

処施設（一の施設））（1） 

第 1.7－24 図（2） 代表施設基礎地盤の解析要素分割図（特定重大事故等対

処施設（一の施設））（2） 

第 1.7－24 図（3） 代表施設基礎地盤の解析要素分割図（特定重大事故等対

処施設（一の施設））（3） 

第 1.7－25 図（1） 基礎地盤のすべり安全率一覧表（特定重大事故等対処施

設（一の施設））（1） 

第 1.7－25 図（2） 基礎地盤のすべり安全率一覧表（特定重大事故等対処施
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設（一の施設））（2） 

第 1.7－25 図（3） 基礎地盤のすべり安全率一覧表（特定重大事故等対処施

設（一の施設））（3） 

第 1.7－25 図（4） 基礎地盤のすべり安全率一覧表（特定重大事故等対処施

設（一の施設））（4） 

第 1.7－26 図（1） 地盤物性のばらつき等を考慮したすべり安全率（特定重

大事故等対処施設（一の施設））（1） 

第 1.7－26 図（2） 地盤物性のばらつき等を考慮したすべり安全率（特定重

大事故等対処施設（一の施設））（2） 

第 1.7－27 図    

の周辺斜面 

第 1.7－28 図    周辺斜面の安定性評価の代表斜面選定結果（特定重大事

故等対処施設（一の施設）） 

第 1.7－29 図    の周辺斜面における補足 

第 1.7－30 図    周辺斜面の安定性評価の解析断面位置図（特定重大事故

等対処施設（一の施設）） 

第 1.7－31 図    代表斜面の地質断面図（特定重大事故等対処施設（一の

施設）） 

第 1.7－32 図    代表斜面の解析要素分割図（特定重大事故等対処施設

（一の施設）） 

第 1.7－33 図    周辺斜面のすべり安全率一覧表（特定重大事故等対処施

設（一の施設）） 

第 1.7－34 図    地盤物性のばらつきを考慮したすべり安全率（特定重大

事故等対処施設（一の施設）） 

第 3.5－1 図    敷地地盤における地震観測点 
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第 5.3－1 図    気象観測設備配置図（その 1） 

第 7.5－4 図(1)   敷地及び敷地近傍の赤城鹿沼テフラの産状 

第 7.5－4 図(2)   敷地及び敷地近傍の赤城鹿沼テフラの産状 

第 7.5－11 図    敷地内で確認された赤城鹿沼テフラの室内試験結果 

第 8.1－9 図    竜巻影響エリア 

 

  



6－目－14 

別表 1 

変   更   前 変   更   後 

第 1.7－4 図(1) 

第 1.7－4 図(2) 

第 1.7－4 図(3) 

第 1.7－4 図(4) 

第 1.7－5 図(1) 

第 1.7－5 図(2) 

第 1.7－5 図(3) 

第 1.7－5 図(4) 

第 1.7－6 図 

第 1.7－7 図 

第 1.7－8 図(1) 

第 1.7－8 図(2) 

第 1.7－8 図(3) 

第 1.7－8 図(4) 

第 1.7－8 図(5) 

第 1.7－9 図(1) 

第 1.7－9 図(2) 

第 1.7－9 図(3) 

第 1.7－12 図 

第 1.7－13 図 

第 1.7－14 図 

第 1.7－15 図 

第 1.7－5 図（1） 

第 1.7－5 図（2） 

第 1.7－5 図（3） 

第 1.7－5 図（4） 

第 1.7－6 図（1） 

第 1.7－6 図（2） 

第 1.7－6 図（3） 

第 1.7－6 図（4） 

第 1.7－7 図 

第 1.7－8 図 

第 1.7－9 図（1） 

第 1.7－9 図（2） 

第 1.7－9 図（3） 

第 1.7－9 図（4） 

第 1.7－9 図（5） 

第 1.7－10 図（1） 

第 1.7－10 図（2） 

第 1.7－10 図（3） 

第 1.7－13 図 

第 1.7－14 図 

第 1.7－15 図 

第 1.7－16 図 
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変   更   前 変   更   後 

第 1.7－16 図(1) 

第 1.7－16 図(2) 

第 1.7－17 図(1) 

第 1.7－17 図(2) 

第 1.7－18 図(1) 

第 1.7－18 図(2) 

第 1.7－19 図 

第 1.7－17 図（1） 

第 1.7－17 図（2） 

第 1.7－18 図（1） 

第 1.7－18 図（2） 

第 1.7－19 図（1） 

第 1.7－19 図（2） 

第 1.7－20 図 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

6－1－1 

添付書類六 1 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

**** 6－1－14 下 5 …仮定した 地盤 …仮定した際の地盤 

**** 6－1－14 下 3 …の安全機能が… …の重大事故等に対処

するために必要な機能

が… 

**** 6－1－15 上 2～ 

上 3 

…直接又は所定の強度

を有する人工岩盤… 

…直接又は 人工岩盤

… 

**** 6－1－15 上 4 …であり，支持形式は

同一である。 

…である。杭基礎を採

用しないことから，支

持形式は全て直接基礎

である。 

**** 6－1－15 上 5～ 

上 6 

…選定にあたっては，  

第… 

…選定にあたっては，

基礎形式による分類は

せず，第… 

**** 6－1－15 上 6～ 

上 7 

…基づき，重量と地質

条件に着目して安定性

… 

…基づき， 安定性… 

**** 6－1－16 下 4～ 

下 2 

なお，地盤改良体及

び 人 工 岩 盤 に つ い て

は，設計用一軸圧縮強 

なお，地盤改良体の

物性は，設計用一軸圧

縮強さ，各種試験等に 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

6－1－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  さ及び各所試験 に基

づき物性値を設定して

おり，設計及び工事計

画の認可段階に 品質

管理… 

基 づ き  設 定 し て お

り，設計及び工事計画

の認可段階に物性値の

妥当性及び品質管理… 

** 6－1－5 上 11 …その安全機能が… …その重大事故等に対

処するために必要な機

能が… 

** 6－1－6 

 

上 1～ 

上 2 

…系統の安全機能に… …系統の重大事故等に

対処するために必要な

機能に… 

**** 6－1－27

～**** 6－1－

28 

 （記載の変更） 別紙 6－1－1 に変更す

る。 

**** 6－1－167

～**** 6－1－

169 

 （記載の変更） 別紙 6－1－2 に変更す

る。 
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添付書類八の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－目－1 

添付書類八 目次を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－目－3 下 7 

 

1.4.1.3 敷地への浸水

防止（外郭防護１） 

1.4.1.3 敷地への流入

防止（外郭防護１） 

** 8－目－4 上 4 1.4.2.3 敷地への浸水

防止（外郭防護１） 

1.4.2.3 敷地への流入

防止（外郭防護１） 

** 8－目－4 下 9 区画への浸水防止（外

郭防護１） 

区画への流入防止（外

郭防護１） 

** 8－目－5 上 3 1.4.4.3 敷地への浸水

防止（外郭防護１） 

1.4.4.3 敷地への流入

防止（外郭防護１） 

** 8－目－5 上 7～ 

下 9 

（記載の削除） 記載を削除する。 

**** 8－目

－4 
下 6～ 

下 1 

（記載の削除） 記載を削除する。 

** 8－目－8 上 9 の前 （記載の追加） 9. 原子炉格納施設 

9.1 原子炉格納施設 

9.1.1 通常運転時等 

9.1.1.4 主要設備 

9.1.1.4.1  一次格納施

設 

9.1.1.4.1.1  原子炉格

納容器 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－目－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－目－

11 

上 1～ 

上 7 

（記載の削除） 記載を削除する。 

** 8－目－

21 

上 11～ 

上 12 

（記載の削除） 記載を削除する。 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－1 

添付書類八 1 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

**** 8－1－22 上 4 

** 8－1－94 上 8 …津波の侵入角度… …津波の浸入角度… 

** 8－1－96 下 10 …津波侵入方向… …津波浸入方向… 

** 8－1－98 下 11 …放水路等の経路から  

流入… 

… 放 水 路 等 の 経 路 か

ら，設計基準対象施設

の 津 波 防 護 対 象 設 備

（非常用取水設備を除

く。）が設置された敷

地並びに設計基準対象

施設の津波防護対象設

備（非常用取水設備を

除く。）を内包する建

屋及び区画に流入… 

** 8－1－98 下 6 …，浸水防護をするこ

とにより… 

…，流入防止の対策を

施すことにより… 

** 8－1－99 上 6 …経路から 流入… …経路から，設計基準

対象施設の津波防護対

象設備（非常用取水設

備を除く。）が設置さ 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   れた敷地並びに設計基

準対象施設の津波防護

対象設備（非常用取水

設備を除く。）を内包

する建屋及び区画に流

入… 

** 8－1－100 上 5 1.4.1.3 敷地への浸水

防止（外郭防護１） 

1.4.1.3 敷地への流入

防止（外郭防護１） 

** 8－1－101 上 3  敷地 へ津波が…  敷地並びに設計基準

対象施設の津波防護対

象設備を内包する建屋

及び区画へ津波が… 

** 8－1－101 下 6 …また，浸水対策… …また，流入防止の対

策… 

** 8－1－104 上 8 …長期間冠水… …長期間浸水… 

** 8－1－104 下 7～

下 5 

津波による溢水を考

慮した浸水範囲，浸水

量については，地震に

よる溢水の影響も含め

て確認を行い，浸水防

護重点化範囲への浸水 

 津波の流入を考慮し

た浸水範囲，浸水量に

ついては，地震による

溢水の影響も含めて確

認を行い，浸水防護重

点化範囲に流入する可 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－3 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  の可能性のある経路及

び浸水口を特定し，浸

水対策を実施する。… 

能性のある経路 を特

定し，流入防止の対策

を実施する。… 

** 8－1－106 下 6 …津波の襲来前… …津波の来襲前… 

** 8－1－107 上 1 …浸水防護重点化範囲

に浸水しない… 

…浸水防護重点化範囲

に流入しない… 

** 8－1－107 上 3 …津波の襲来前… …津波の来襲前… 

** 8－1－107 上 11 …なお，津波の襲来前

… 

…なお，津波の来襲前

… 

** 8－1－107 下 11～

下 10 

…津波が襲来する前… …津波が来襲する前… 

** 8－1－107 下 7 …津波が襲来する前… …津波が来襲する前… 

** 8－1－108 上 12 …に浸水する… …に流入する… 

** 8－1－108 下 10 …区域に浸入する… …区域に流入する… 

** 8－1－108 下 6 …への浸水を… …への流入を… 

** 8－1－113 上 2 …繰返しの襲来を… …繰返しの来襲を… 

** 8－1－116 下 5 …経路から 流入… 経路から，重大事故等

対処施設の津波防護対

象設備（貯留堰及び取

水構造物を除く。）が 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－4 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   設置された敷地並びに

重大事故等対処施設の

津波防護対象設備（貯

留堰及び取水構造物を

除く。）を内包する建

屋及び区画に流入… 

** 8－1－117 上 1 …浸水防護をすること

… 

…流入防止の対策を施

すこと… 

** 8－1－117 下 11 …経路から 津波を… …経路から，重大事故

等対処施設の津波防護

対象設備（貯留堰及び

取水構造物を除く。）

が設置された敷地並び

に重大事故等対処施設

の 津 波 防 護 対 象 設 備

（貯留堰及び取水構造

物を除く。）を内包す

る建屋及び区画に津波

を… 

** 8－1－118 下 12 1.4.2.3 敷地への浸水

防止（外郭防護１） 

1.4.2.3 敷地への流入

防止（外郭防護１） 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－5 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－119 下 9 …から， 津波が… …から，重大事故等対

処施設の津波防護対象

設備（貯留堰及び取水

構造物を除く。）が設

置された敷地並びに重

大事故等対処施設の津

波防護対象設備（貯留

堰及び取水構造物を除

く。）を内包する建屋

及び区画に津波が… 

** 8－1－119 下 8 …実施する浸水対策… …実施する流入防止の

対策… 

** 8－1－121 上 11 …長期間冠水… …長期間浸水… 

**** 8－1－55 下 11  津波による溢水を…  津波の流入を… 

**** 8－1－55 下 10～

下 9 

…浸水防護重点化範囲

への浸水の可能性のあ

る経路，浸水口等を特

定し，浸水対策… 

…浸水防護重点化範囲

に流入する可能性のあ

る経路 を特定し，流

入防止の対策… 

**** 8－1－55 下 5 …境界において浸水防

止 対策を講じる。 

…境界において流入防

止の対策を講じる。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－6 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

**** 8－1－55 下 1 …は津波による溢水の

影響… 

…は地震による溢水に

加えて津波の流入の影

響… 

**** 8－1－56 上 2  浸水対策の…  流入防止の対策の… 

**** 8－1－57 下 8 …の浸水対策… …の流入防止の対策… 

**** 8－1－58 上 2 …に浸水する… …に流入する… 

**** 8－1－58 上 4 …貫通部に浸水対策… …貫通部に流入防止の

対策… 

**** 8－1－58 上 5 …区域に浸入する… …区域に流入する… 

**** 8－1－58 上 8～

上 9 

…建屋に浸入する… …建屋に流入する… 

** 8－1－127 下 8  津波の襲来を…  津波の来襲を… 

** 8－1－130 下 4～

下 3 

…冠水状態… …浸水状態… 

** 8－1－131 下 2～

下 1 

…津波の襲来に… …津波の来襲に… 

** 8－1－135 上 5 …津波の侵入角度… …津波の浸入角度… 

** 8－1－139 上 1 …による浸水対策… …による流入防止の対

策… 

** 8－1－139 下 11 繰り返しの津波の襲来

に… 

繰り返しの津波の来襲

に… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－7 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－1－140 下 7 …経路から 津波を… …経路から，敷地に遡

上する津波に対する防

護対象設備（貯留堰，

取水構造物及び非常用

海水ポンプを除く。）

が設置された敷地並び

に敷地に遡上する津波

に対する防護対象設備

（貯留堰，取水構造物

及び非常用海水ポンプ

を除く。）を内包する

建屋及び区画に津波を

… 

** 8－1－142 上 5 …これらの浸水対策… …これらの流入防止の

対策… 

** 8－1－142 下 4 浸 水 防 止 （ 外 郭 防 護

１） 

流 入 防 止 （ 外 郭 防 護

１） 

** 8－1－143 上 1～

上 2 

…津波の襲来に… …津波の来襲に… 

** 8－1－143 下 4 …経路からの敷地… …経路から，敷地に遡

上する津波に対する防 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－8 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   護対象設備（貯留堰，

取水構造物及び非常用

海水ポンプを除く。）

が設置された敷地並び

に敷地に遡上する津波

に対する防護対象設備

（貯留堰，取水構造物

及び非常用海水ポンプ

を除く。）を内包する

建屋及び区画への敷地

… 

** 8－1－143 下 3 …記載する浸水経路の

… 

…記載する流入経路の

… 

** 8－1－146 上 5 …流入による冠水に… …流入による浸水に… 

** 8－1－146 下 6 …の冠水が… …の浸水が… 

** 8－1－147 上 4 …，津波による溢水を

考慮… 

…，地震による溢水に

加えて津波の流入を考

慮… 

** 8－1－147 上 6～

上 7 

…浸水防護重点化範囲

への浸水の可能性のあ 

…浸水防護重点化範囲

に流入する可能性のあ 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－9 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  る経路，浸水口等を特

定し，浸水対策… 

る経路 を特定し，流

入防止の対策… 

** 8－1－147 上 13 …経路に対し浸水対策

… 

…経路に対し流入防止

の対策… 

** 8－1－147 下 12  浸水対策の実施…  流入防止の対策の実

施… 

** 8－1－148 上 12 …津波の襲来前… …津波の来襲前… 

** 8－1－149 上 6 …津波の襲来前… …津波の来襲前… 

** 8－1－149 下 7 …に浸水対策… …に流入防止の対策… 

** 8－1－149 下 6 …区域に浸入する… …区域に流入する… 

** 8－1－149 下 3 …区画に浸入する… …区画に流入する… 

** 8－1－152 上 13 …区画，並びに建屋等

… 

…区画 並びに建屋等

… 

** 8－1－152 下 11～

下 10 

…区画，並びに建屋等

… 

…区画 並びに建屋等

… 

** 8－1－155 上 12 …津波の襲来を… …津波の来襲を… 

** 8－1－156 上 12 …繰り返し襲来してく

る津波の襲来の… 

…繰り返し来襲してく

る津波の来襲の… 

**** 8－1－59

 

上 3 …経路から 流入… …経路から，特定重大

事故等対処施設の津波 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－10 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   防護対象設備が設置さ

れた敷地並びに特定重

大事故等対処施設の津

波防護対象設備を内包

する建屋及び区画に流

入… 

**** 8－1－59

 

上 7～

上 8 

**** 8－1－59

 

上 9～

上 10 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－11 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   

**** 8－1－59 下 4  

**** 8－1－60 上 3～

下 1 

（記載の変更） 

 

別紙 8－1－1 に変更す

る。 

** 8－1－159 上 7 …浸水防護をすること

… 

…流入防止の対策を施

すこと… 

** 8－1－159 下 10 …経路から 津波を… …経路から，特定重大

事故等対処施設の津波

防護対象設備が設置さ

れた敷地並びに特定重

大事故等対処施設の津

波防護対象設備を内包

する建屋及び区画に津

波を… 

** 8－1－160 下 7 1.4.4.3 敷地への浸水

防止（外郭防護１） 

1.4.4.3 敷地への流入

防止（外郭防護１） 

** 8－1－161 上 2 

** 8－1－161 上 8～

上 9 

** 8－1－161 下 8 …経路から， 津波が

… 

…経路から，特定重大

事故等対処施設の津波 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－12 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   防護対象設備が設置さ

れた敷地並びに特定重

大事故等対処施設の津

波防護対象設備を内包

する建屋及び区画に津

波が… 

** 8－1－161 下 7 …実施する浸水対策… …実施する流入防止の

対策… 

**** 8－1－61 下 2～

下 1 

 

**** 8－1－62 上 12 

**** 8－1－62 下 4 

**** 8－1－63 下 5 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－1－13 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

**** 8－1－63 下 4 

** 8－1－163 下 6  津波の襲来を…  津波の来襲を… 

* 8－1－175～

* 8－1－187 

上 1～

下 1 

（記載の削除） 記載を削除する。 

**** 8－1－64  （記載の変更） 

 

別紙 8－1－2 に変更す

る。 

**** 8－1－66

～**** 8－1－

69 

 （記載の変更） 別紙 8－1－3 に変更す

る。 

**** 8－1－71  （記載の変更） 別紙 8－1－4 に変更す

る。 

**** 8－1－77  （記載の変更） 

 

別紙 8－1－5 に変更す

る。 

* 8－1－320 下 1 これらａ．～ｈ．… これらａ．～ｇ．… 

** 8－1－227 上 3 …月)」等に基づき，… …月)」 に基づき，… 

**** 8－1－81 上 1～

下 1 

ｆ． （記載の削除） 

**** 8－1－12 下 2 …は，全交流 電源喪

失 

…は，全交流動力電源

喪失 

**** 8－1－87 下 3 



8－1－14 

別紙 8－1－1 



8－1－15 

  



8－1－16 

別紙 8－1－2 

第 1.4－2 表 各津波防護対策の設備分類と設置目的（2／3） 

津波防護対策 
設備
分類 

設置目的 

循環水ポ
ンプ室 

取水ピット空気抜き
配管逆止弁 

浸水
防止
設備 

・取水路からの流入津波が取水ピット空気抜き
配管を経由し，循環水ポンプ室に流入するこ
とを防止することにより，隣接して設置する
設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の
津波防護対象設備の設置された海水ポンプ室
への浸水を防止する。 

放水路 
放水路ゲート点検用
開口部浸水防止蓋 

・放水路からの流入津波が放水路ゲートの点検
用開口部（下流側）を経由し，設計基準対象
施設及び重大事故等対処施設の津波防護対象
設備の設置された敷地に流入することを防止
する。 

ＳＡ用海
水ピット 

ＳＡ用海水ピット開
口部浸水防止蓋 

・海水取水路からの流入津波がＳＡ用海水ピッ
ト開口部を経由し，設計基準対象施設及び重
大事故等対処施設の津波防護対象設備の設置
された敷地に流入することを防止する。 

緊急用海
水ポンプ
室 

緊急用海水ポンプピ
ット点検用開口部浸
水防止蓋 

・緊急用海水取水管及び海水取水路からの流入
津波が緊急用海水ポンプのグランドドレンの
排出口，緊急用海水ポンプ室の床ドレン排出
口，点検用開口部を経由し，緊急用海水ポン
プ室に流入し，更に設計基準対象施設の津波
防護対象設備の設置された敷地に流入するこ
とを防止する。また，重大事故等対処施設の
津波防護対象設備が設置された緊急用海水ポ
ンプ室に流入することを防止する。 

緊急用海水ポンプグ
ランドドレン排出口
逆止弁 

緊急用海水ポンプ室
床ドレン排出口逆止
弁 

緊急用海水ポンプ点
検用開口部浸水防止
蓋 

・地震による非常用海水系配管（戻り管）の損
傷及び屋外タンクからの溢水並びに津波が緊
急用海水ポンプ点検用開口部及び緊急用海水
ポンプ室人員用開口部を経由し，浸水防護重
点化範囲である緊急用海水ポンプ室に流入す
ることを防止する。 

緊急用海水ポンプ室
人員用開口部浸水防
止蓋 

西側水密扉 ・地下水が，浸水防護重点化範囲である
に流入することを防止

する。 
換気空調系

止水ダンパ 

貫通部止水処置 
・地下水及び地震による屋外タンクからの溢水

が，浸水防護重点化範囲である
に流入することを防止する。 

常設低圧
注水系格
納槽 

常設低圧代替注水系
格納槽点検用水密ハ
ッチ 

・地震による非常用海水系配管（戻り管）の損
傷及び屋外タンクからの溢水並びに津波が常
設低圧代替注水系格納槽点検用開口部及び常
設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用開口
部を経由し，浸水防護重点化範囲である常設
低圧代替注水系格納槽に流入することを防止
する。 

常設低圧代替注水系
格納槽可搬型ポンプ
用水密ハッチ 

  

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 



8－1－17 

別紙 8－1－3 

第 1. 4－6 表 津波防護対策の設備分類と設置目的（3／6） 

NO 

施設・

設備区

分 

施設・設備名称 敷地に遡上する津波における補足説明 

19 
浸水防

止設備 

緊急用海水ポンプ室

床ドレン排出口逆止

弁 

基準津波時は，当該開口部を通じ原子炉建屋内への流入経路となり

得ることから，外郭防護 1 として設計する。敷地に遡上する津波は

緊急用海水取水管から当該開口部を通じてモータ設置エリアに浸入

する可能性があることから，逆止弁設置により津波の流入を防止し

敷地に遡上する津波に対処するために必要な機能の喪失を防止す

る。 

20   
海水ポンプ室ケーブ

ル点検口浸水防止蓋 

循環水ポンプ室と海水ポンプ室間の浸水防止対策であり，防潮堤を

越流した敷地に遡上する津波は双方の部屋に上部から流入するた

め，敷地に遡上する津波では機能を期待しない。 

21   

緊急用海水ポンプ点

検用開口部浸水防止

蓋 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備上

部に到達するため，点検用開口部に水密ハッチを設置し，地上から

溢水の流入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

22   

緊急用海水ポンプ室

人員用開口部浸水防

止蓋 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備上

部に到達するため，点検用開口部に水密ハッチを設置し，地上から

溢水の流入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

23   人員用水密

扉 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備開

口部に到達するため，開口部に水密扉を設置し，地上から溢水の流

入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

24  
西側水密扉 

地下水が，当該開口部から建屋内に流入することを防止するため，

内郭防護として設置する。 

25  換気空調系

止水ダンパ 

地下水が，当該開口部から建屋内に流入することを防止するため，

内郭防護として設置する。 

26   

常設低圧代替注水系

格納槽点検用水密ハ

ッチ 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備上

部に到達するため，点検用開口部に水密ハッチを設置し，地上から

溢水の流入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

27   

常設低圧代替注水系

格納槽可搬型ポンプ

用水密ハッチ 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備上

部に到達するため，可搬型ポンプの取水用開口部に水密ハッチを設

置し，地上から溢水の流入に対し外郭防護/内郭防護兼用として設

計する。 

     

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 



8－1－18 

第 1.4－6 表 津波防護対策の設備分類と設置目的（4／6） 

NO 

施設・

設備区

分 

施設・設備名称 敷地に遡上する津波における補足説明 

28 
浸水防

止設備 

常設代替高圧電源装

置用カルバート（

）水密

扉 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭），防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は当該設備開

口部に到達するため，開口部に水密扉を設置し，地上から溢水の流

入に対し外郭防護／内郭防護兼用として設計する。 

29  原子炉建屋原子炉棟

水密扉 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深にとどまるため，対策は不要である。 

30   
原子炉建屋付属棟北

側水密扉 1 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深にとどまるため，対策は不要である。 

31   
原子炉建屋付属棟北

側水密扉 2 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深にとどまるため，対策は不要である。 

32   
原子炉建屋付属棟東

側水密扉 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深にとどまるため，対策は不要である。 

   

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－6 表 津波防護対策の設備分類と設置目的（5／6） 

NO 

施設・

設備区

分 

施設・設備名称 敷地に遡上する津波における補足説明 

33 
浸水防

止設備 

原子炉建屋付属棟南

側水密扉 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深にとどまるため，対策は不要である。 

34  原子炉建屋付属棟西

側水密扉 

防潮堤を超えた津波は敷地に流入し原子炉建屋境界の外壁部に到達

するため，外壁の開口部からの浸水防止として外郭防護１として設

計する。当該設備は T.P.＋8m（下端部 T.P.＋8.2m）の敷地に設置

されることから，敷地に遡上する津波の場合は地震に関連して発生

する屋外タンク等からの溢水と津波の重畳による浸水を考慮する必

要があることから，地上から溢水の流入に対し外郭防護 1 の津波防

護施設と内郭防護兼用として設計する。なお，基準津波において地

震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）のみが到達する場

合は，溢水解析の結果から原子炉建屋外壁開口部下端位置より低い

浸水深にとどまるため，対策は不要である。 

35 
止水 

処置 

防潮堤及び防潮扉下

部貫通部止水処置 

貫通部の止水処置は，敷地に遡上する津波における静水圧に耐える

設計とする。 

36   
海水ポンプ室貫通部

止水処置 

循環水ポンプ室と海水ポンプ室間の止水処置であり，防潮堤を越流

した敷地に遡上する津波は海水ポンプ室に上部から流入するため，

敷地に遡上する津波では機能を期待しない。 

37   

原子炉建屋境界貫通

部（1 階外壁）止水

処置 

地震により損壊した屋外タンクからの溢水（内郭）と防潮堤を越え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は，原子炉建

屋 1 階の外壁部にある配管等貫通部から建屋内に流入する恐れがあ

ることから貫通部に止水処置を講じる。これらは基準津波及び敷地

に遡上する津波における浸水による静水圧に耐える設計とする。 

38   

原子炉建屋地下階貫

通部（地下階外壁）

止水処置 

原子炉建屋地下階の貫通部は，常時地下水の影響を受けることか

ら，貫通部の止水処置を実施する。地震に伴うタービン建屋内の低

耐震クラス配管の損傷等による溢水がタービン建屋地下階に滞留す

ることを考慮しても，原子炉建屋内に水が流入しない設計とする。

39  貫通部止水

処置 

地上部及び排気ピットの貫通部は，地震により破損した屋外タンク

からの溢水（内郭）と防潮堤を超え敷地に流入した津波（外郭）又

はこれらの重畳した水は， にある配管

等貫通部から建屋内に流入するおそれがあることから貫通部に止水

処置を講じる。これらは基準津波及び敷地に遡上する津波における

浸水による静水圧に耐える設計とする。 

地下部の貫通部は，地下水が，配管等貫通部から建屋内に流入する

ことを防止するため，内郭防護として設置する。 

 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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第 1.4－6 表 津波防護対策の設備分類と設置目的（6／6） 

NO 

施設・

設備区

分 

施設・設備名称 敷地に遡上する津波における補足説明 

40 
止水 

処置 ）貫通部止水処置 

地震により破損した屋外タンクからの溢水（内郭）と防潮堤を超え

敷地に流入した津波（外郭）又はこれらの重畳した水は，

）にある配管等貫通部から建屋内に流入するおそれが

あることから貫通部に止水処置を講じる。これらは基準津波及び敷

地に遡上する津波における浸水による静水圧に耐える設計とする。

41 
津波監

視設備 

津波・構内監視カメ

ラ 

津波・構内監視カメラは，取水ピット水位計及び潮位計とともに，

津波の来襲状況等を監視する津波監視装置のひとつである。 

敷地に遡上する津波においては，防潮堤上部の津波・構内監視カメ

ラは機能喪失する可能性があるが，津波の第１波到達までの津波の

来襲状況等を監視する設計とする。原子炉建屋屋上に設置する津

波・構内監視カメラは，津波の第１波到達後も機能を維持し，T.P.

＋11m の敷地の状況，第 2 波以降の繰り返しの津波の来襲状況等を

監視する。 

42   取水ピット水位計 

取水ピット水位計は，津波・構内監視カメラ及び潮位計とともに，

津波の来襲状況等を監視する津波監視装置のひとつである。 

取水ピット水位計は，基準津波時非常用海水ポンプの下降側の水位

監視を行うが，敷地に遡上する津波においては監視対象の非常用海

水ポンプ自体が機能喪失するため，当該水位計の機能には期待しな

い。 

43   潮位計 

潮位計は，津波・構内監視カメラ及び取水ピット水位計とともに，

津波の来襲状況等を監視する津波監視装置のひとつである。 

潮位計は，基準地震動ＳＳに耐える設計とし，T.P.＋24m津波の波圧

にも耐える設計とすることから，敷地に遡上する津波の繰り返しの

来襲状況を監視できる設計とする。 

 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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別紙 8－1－4 

第 1.4－10 表 特定重大事故等対処施設の津波防護対象 

を内包する建屋及び区画の分類 

 

 

 

 は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 
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【凡例】 

T.P.＋3.0m～T.P.＋8.0m 

T.P.＋8.0m～T.P.＋11.0m 

T.P.＋11.0m～T.P.＋19.0m 

T.P.＋19.0m 以上 

 

津波防護施設 

浸水防止設備 

津波監視設備 

 

第 1.4－11 図 特定重大事故等対処施設の津波防護の概要（1／4） 

は，営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

別紙 8－1－5 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－9－1 

添付書類八 9 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－9－4 下 8～

下 7 

…水面からの高さを確

保し，ドライウェル側

からの排気では，ドラ

イウェル床面からの高

さを確保する 設計と

する。 

…水面からの高さを確

保すること，また，ド

ライウェル側からの排

気では，排気配管とペ

デスタルの離隔を確保

するとともに燃料有効

長頂部よりも高い位置

に取出口を設けること

により，長期的にも溶

融炉心及び水没の悪影

響を受けない設計とす

る。 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－1 

添付書類八 10 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－10－50 下 8 …経路からの 流入の

防止 対策を講じる。 

…経路からの設計基準

対象施設の設置された

敷地並びに設計基準対

象施設の津波防護対象

設備（非常用取水設備

を除く。）を内包する

建屋及び区画への津波

の流入 防止の対策を

講じる。 

** 8－10－51 上 4 …において，浸水防護

をすることにより… 

…において，流入防止

の対策を実施すること

により… 

** 8－10－51 下 10 

 

…経路から 流入させ

ない設計とする。 

…経路から，設計基準

対象施設の設置された

敷地並びに設計基準対

象施設の津波防護対象

設備（非常用取水設備

を除く。）を内包する

建屋及び区画に流入さ

せない設計とする。 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－2 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

** 8－10－51 下 4～

下 3 

…敷地周辺の地形及び

その標高，河川等の存

在並びに… 

…敷地周辺の地形，  

標高及び河川等の存在

並びに… 

** 8－10－51 下 1 …繰り返し襲来する… …繰り返し来襲する… 

** 8－10－52 上 3～

上 6 

ｃ．取水路，放水路等

の経路から， 津波が

流入する可能性につい

て検討した上で，流入

の 可 能 性 の あ る 経 路

（扉，開口部，貫通口

等）を特定し，必要に

応じ浸水対策を施すこ

とにより，津波の流入

を 防 止 す る 設 計 と す

る。 

ｃ．取水路，放水路等

の経路から，設計基準

対象施設の津波防護対

象設備（非常用取水設

備を除く。）が設置さ

れた敷地並びに設計基

準対象施設の津波防護

対象設備（非常用取水

設備を除く。）を内包

する建屋及び区画に津

波の流入する可能性に

ついて検討した上で，

流入の可能性のある経

路（扉，開口部，貫通

口等）を特定し，必要

に応じ流入防止の対策

を施すことにより，津 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－3 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   波の流入を防止する設

計とする。 

** 8－10－52 上 12～

下 12 

…浸水範囲を想定（以

下 10.6 において「浸水

想定範囲」という。）

するとともに，同範囲

の境界において浸水の

可能性のある経路及び

浸水口（扉，開口部，

… 

…浸水範囲を想定 す

るとともに，当該想定

される浸水範囲（以下

10.6.1 において「浸水

想定範囲」という。）

の境界において浸水想

定範囲外に流出する可

能性のある経路 （扉 

，開口部，… 

** 8－10－52 下 6 …長期間の冠水が… …長期間の浸水が… 

** 8－10－52～

** 8－10－53 

下 1～ 

上 3 

…とともに，津波によ

る溢水を考慮した浸水

範囲及び浸水量を保守

的に想定した上で，浸

水防護重点化範囲への

浸水の可能性のある経

路及び浸水口（扉，開

口部，貫通口等）を特

定し，それらに対して 

…とともに，地震によ

る溢水に加えて津波の

流入（以下 10.6.1 にお

い て 「 津 波 に よ る 溢

水」という。）を考慮

した浸水範囲及び浸水

量を安全側に想定した

上で，浸水防護重点化

範囲への流入の可能性 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－4 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  必要に応じ浸水対策を

… 

のある経路 （扉，開

口部，貫通口等）を特

定し，それらに対して

必要に応じ流入防止の

対策を… 

** 8－10－53 上 8～

上 10 

…により， 非常用海

水ポンプが機能保持で

き，かつ，冷却に必要

な海水が確保でき… 

…により，冷却に必要

な海水を確保し，非常

用海水ポンプが機能保

持 でき… 

** 8－10－53 下 11 …伝播特性，浸水経路

等を考慮して… 

…伝播特性，流入経路

等を考慮して… 

*8－10－76 上 9～ 

上 10 

…への侵入角度，… …への浸入角度，… 

*8－10－76 上 13 …による侵食及び… …による浸食及び… 

*8－10－76 下 12～

下 11 

…越流時の耐性 にも

… 

…越流時の耐性等にも

… 

*8－10－76 下 9～

下 8 

…おける浸水時及び冠

水後の波圧等に対する

耐性等を評価し，越流

時の耐性 にも考慮し

… 

…おける津波や浸水に

よる荷重等に対する耐

性等を評価し，越流時

の耐性等にも配慮し… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－5 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

*8－10－76 下 2 …破損，倒壊及び漂流

する… 

…破損又は損壊した後

に漂流する… 

*8－10－77 上 7～ 

上 8 

…繰返しの襲来に… …繰返しの来襲に… 

*8－10－77 上 12 …繰返しの襲来に… …繰返しの来襲に… 

*8－10－78 下 3 …による侵食及び… …による浸食及び… 

*8－10－78 下 2 …越流時の耐性 や… …越流時の耐性等や… 

*8－10－79 下 12 …津波襲来前に… …津波来襲前に… 

*8－10－79 下 8 …による侵食及び… …による浸食及び… 

*8－10－79 下 7 …越流時の耐性 にも

… 

…越流時の耐性等にも

… 

*8－10－80 下 5 …による侵食及び… …による浸食及び… 

*8－10－80 下 4 …越流時の耐性 にも

… 

…越流時の耐性等にも

… 

*8－10－81 上 7 …による侵食及び… …による浸食及び… 

*8－10－81 上 8 …越流時の耐性 や… …越流時の耐性等や… 

** 8－10－58 下 10～

下 9 

…による津波襲来の… …による津波来襲の… 

*8－10－90 下 5 …経路からの 流入防

止 対策… 

…経路からの重大事故

等対処施設の津波防護

対象設備（貯留堰及び 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－6 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   取水構造物を除く。）

が設置された敷地並び

に重大事故等対処施設

の 津 波 防 護 対 象 設 備

（貯留堰及び取水構造

物を除く。）を内包す

る建屋及び区画への津

波の流入防止の対策… 

* 8－10－91 上 3 …浸水防護をすること

により… 

…流入防止の対策を実

施することにより… 

* 8－10－91 下 9 …経路から 流入… …経路から，重大事故

等対処施設の津波防護

対象設備（貯留堰及び

取水構造物を除く。）

が設置された敷地並び

に重大事故等対処施設

の 津 波 防 護 対 象 設 備

（貯留堰及び取水構造

物を除く。）を内包す

る建屋及び区画に流入

… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－7 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

* 8－10－92 上 6 …経路から， 津波… …経路から，重大事故

等対処施設の津波防護 

   対象設備（貯留堰及び

取水構造物を除く。）

が設置された敷地並び

に重大事故等対処施設

の 津 波 防 護 対 象 設 備

（貯留堰及び取水構造

物を除く。）を内包す

る建屋及び区画に津波

… 

* 8－10－92 上 7 …実施する浸水対策… …実施する流入防止の

対策… 

* 8－10－92 下 8 …する浸水対策… …する流入防止の対策

… 

** 8－10－64 上 9 …津波襲来 …津波来襲 

** 8－10－65 下 12 …からの 流入の防止  

対策を… 

…からの敷地に遡上す

る津波に対する防護対

象設備（貯留堰，取水

構造物及び非常用海水

ポンプを除く。）が設 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－8 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   置された敷地並びに敷

地に遡上する津波に対

する防護対象設備（貯

留堰，取水構造物及び

非常用海水ポンプを除

く。）を内包する建屋

及び区画への津波の流

入 防止の対策を… 

** 8－10－65 下 3 …浸水防護を… …流入防止の対策を実

施… 

** 8－10－66 上 11 …経路から 敷地に… …経路から，敷地に遡

上する津波に対する防

護対象設備（貯留堰，

取水構造物及び非常用

海水ポンプを除く。）

が設置された敷地並び

に敷地に遡上する津波

に対する防護対象設備

（貯留堰，取水構造物

及び非常用海水ポンプ

を除く。）を内包する 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－9 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   建屋及び区画に敷地に

… 

** 8－10－67 上 3 …繰返し襲来する… …繰返し来襲する… 

** 8－10－67 上 6 …経路から， 敷地… …経路から，敷地に遡

上する津波に対する防

護対象設備（貯留堰，

取水構造物及び非常用

海水ポンプを除く。）

が設置された敷地並び

に敷地に遡上する津波

に対する防護対象設備

（貯留堰，取水構造物

及び非常用海水ポンプ

を除く。）を内包する

建屋及び区画に敷地… 

** 8－10－67 上 8 …必要に応じ浸水対策

… 

…必要に応じ流入防止

の対策… 

** 8－10－67 下 10～

下 8 

…浸水範囲を想定（以

下 10.6.1.3 に お い て

「浸水想定範囲」とい

う。）するとともに，  

…浸水範囲を想定 す

るとともに，当該想定

される浸水範囲の境界

において浸水想定範囲 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，
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を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－10 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  同範囲の境界において

浸水の可能性のある経

路及び浸水口… 

外に流出する可能性の

ある経路 … 

** 8－10－67 下 1 …長期間の冠水が… …長期間の浸水が… 

** 8－10－68 上 4 …，浸水対策… …，流入防止の対策… 

** 8－10－68 上 7～

上 8 

…浸水量を保守的に想

定した上で，浸水防護

重点化範囲への浸水の

可能性のある経路及び

浸水口… 

…浸水量を安全側に想

定した上で，浸水防護

重点化範囲に流入する

可能性のある経路 … 

** 8－10－68 上 9 …必要に応じ浸水対策

… 

…必要に応じ流入防止

の対策… 

** 8－10－68 上 13～

下 12 

…， 緊急用海水ポン

プが機能保持でき，か

つ，残留熱除去系等の

冷却に必要な海水が確

保できる設計とする。 

…，残留熱除去系等の

冷却に必要な海水を確

保し，緊急用海水ポン

プが機能保持 できる

設計とする。 

** 8－10－68 下 6 …，浸水経路… …，流入経路… 

* 8－10－104 上 11 …敷地への侵入角度… …敷地への浸入角度… 

* 8－10－104 下 11 …による侵食及び… …による浸食及び… 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，
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頁を示す。 

 

8－10－11 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

* 8－10－104 下 10 …越流時の耐性 を… …越流時の耐性等を… 

* 8－10－104 下 7 …浸水時及び冠水後の

波圧等に… 

…津波や浸水による荷

重等に… 

* 8－10－104 下 6 にも考慮した… にも配慮した… 

* 8－10－105 上 4 …破損，倒壊及び漂流

… 

…破損又は損壊した後

に漂流… 

* 8－10－105 上 8～

上 9 

…破損，倒壊及び漂流

… 

…破損又は損壊した後

に漂流… 

* 8－10－105 下 8 襲来による… 来襲による… 

* 8－10－105 下 4 …繰返しの襲来に… …繰返しの来襲に… 

* 8－10－107 上 4 …津波の襲来に… …津波の来襲に… 

** 8－10－78 上 5～

上 6 

…流入の防止及び取水

路，放水路等の経路か

らの 流入の防止 対

策を講じる。 

…流入の防止並びに取

水路，放水路等の経路

からの特定重大事故等

対処施設の津波防護対

象設備が設置された敷

地並びに特定重大事故

等対処施設の津波防護

対象設備を内包する建

屋及び区画への津波の 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，
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頁を示す。 

 

8－10－12 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   流入 防止の対策を講

じる。 

** 8－10－78 上 8 …おいて，浸水防護を

すること… 

…おいて，流入防止の

対策を実施すること… 

** 8－10－78 下 8～

下 7 

…から 流入させない

設計とする。 

…から，特定重大事故

等対処施設の津波防護

対象設備が設置された

敷地並びに特定重大事

故等対処施設の津波防

護対象設備を内包する

建屋及び区画に流入さ

せない設計とする。 

** 8－10－78 下 3～

下 2 

**** 8－10－11 上 8～

上 9 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－13 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   

**** 8－10－11 下 3～

下 2 

** 8－10－79 下 7 と

下 6 の

間 

（記載の追加） 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，
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を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－14 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   

**** 8－10－14 上 4 の

後 

（記載の追加） 

**** 8－10－14 上 6  

**** 8－10－14 上 7 …十分高い敷地に… …十分高い場所に… 

** 8－10－80 上 6 …経路から， 津波が …経路から，特定重大 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－15 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  … 事故等対処施設の津波

防護対象設備が設置さ

れた敷地並びに特定重

大事故等対処施設の津

波防護対象設備を内包

する建屋及び区画に津

波が… 

** 8－10－80 上 8 …実施する浸水対策… …実施する流入防止の

対策… 

** 8－10－80 上 13 …実施する浸水対策… …実施する流入防止の

対策… 

** 8－10－80 下 9 

** 8－10－80 下 2 

* 8－10－136～

* 8－10－153 

上 1～

下 1 

（記載の削除） 記載を削除する。 

**** 8－10－96 下 9 個   数       

3 

個   数      

一式 

**** 8－10－98 下 9 個   数       

8 

個   数      

6 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－16 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

**** 8－10－

100 

下 5 個   数       

8 

個   数      

6 

**** 8－10－32 上 9～

下 10 

**** 8－10－36 上 4 

** 8－10－136 上 11～

下 10 

 

** 8－10－137 下 5 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－17 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

   

**** 8－10－37 上 3～

下 6 

（記載の削除） 記載を削除する。 

**** 8－10－46 下 1 の

後 

（記載の追加） 

** 8－10－161 上 13～

下 10 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

8－10－18 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

  

** 8－10－173 下 4 

** 8－10－175 下 8～

下 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類十の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なお，*を付した頁は，令和元年 9 月 24 日付け，総室発第 69 号で申請した頁を，

**を付した頁は，令和 2 年 11 月 16 日付け，総室発第 78 号で一部補正した頁を，

***を付した頁は，令和 3 年 2 月 19 日付け，総室発第 109 号で一部補正した頁

を，****を付した頁は，令和 3 年 10 月 15 日付け，総室発第 61 号で一部補正した

頁を示す。 

 

10－5－1 

添付書類十 5 章を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 

**** 10－5－5 上 2～

上 3 

…として 

に… 

…として中央制御室か

ら に… 

 



 

 

 

 

 

 

 

添付書類十「5.2.2 特定重大事故等対処

施設の機能を維持するための体制の整備」

の追補の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「5.2.2 特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備」

の追補の記載内容は営業秘密又は防護上の観点から公開できません。 




